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武雄市内で平成31年２月下旬から４月にかけて、70

歳代女性の被害者方に複数の男から電話があり、

などと言い、複数回に分けてコンビニエンスストアから
宅急便で現金を送らせたり、警察官を名乗る男に現
金を手渡しさせる、ニセ電話詐欺事件が発生しました。

「宅急便で現金を送れ。」
は全て詐欺です！！

「逮捕される。裁判になる。」
は被害者を不安にさせるための詐欺師の

手口です！すぐに信じないで警察に通報し
身近な人に相談をしてください！

ごろうくんの防犯川柳

箱に詰め 現金送れば 詐欺被害

○ 株購入の返金手続きでお金が必要
○ 名義貸しは不正行為にあたるので、逮捕される


